
 

 

外来医療計画（素案）について 

 

１． 外来医療計画の概要 

・これまで、外来医療に係る医療提供体制の状況を客観的に把握する指標が存在しておらず、今回、

地域ごとの状況を可視化し、新規開業時に情報提供することで、個々の医師の行動の変容を促す

とともに、医療機器の効率的な活用を進め、地域に必要な医療機能・提供体制の確保を目的とし

て策定 

・平成３０年７月に公布された改正医療法に基づき、「島根県保健医療計画」の一部として策定 

・７二次医療圏ごとに外来医療に係る医療提供体制の確保に関する方針及び取組を記載 

・計画期間は、初回は令和２（2020）年度から令和５（2023）年度までの４年間、以降３年ごとに 

策定 

 

２． 外来医療計画素案  

（１）外来医療に係る医療提供体制の確保に関する方針及び取組 

  ① 外来医師の偏在・不足状況 

   国が示す「外来医師偏在指標（暫定値）」に基づく多数区域を設定する 

    ＊「外来医師偏在指標」の上位１／３を外来医師多数区域、その他に分類 

暫定外来医師多数区域：松江、出雲、大田、浜田 

② 地域で必要な外来医療機能 

県内７医療圏域でそれぞれ外来医療について分析し必要な医療機能を明示 

ア 夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供体制 

イ 在宅医療の提供体制 

ウ 産業医・学校医・予防接種等の公衆衛生に係る医療提供体制 

エ その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療機能 

③ 新規開業者の届出の際に求める事項の設定 

外来医師多数区域における新規開業者に求める事項として、必要な外来医療機能を設定 

   

（２）医療機器の効率的な活用のための方針 

   医療機器の配置状況の可視化を行い、より効率的な活用のため、医療機器の新規購入・更新時  

に、共同利用計画書(患者紹介を含む)を提出・確認することを定める 

 

（３）協議の場の設置 

圏域の地域医療構想調整会議を、新規開業者に求める事項や医療機器の効率的な活用のため

の方針を協議する場として設定する 

 

資料３ 


